
 

報告事項 

 

 委員の変更について 

 前回（第 18 回）の協議会以降、別紙１－１【新】１－２【旧】のとおり委員

の変更がありましたので、報告いたします。 

 

 「新たな標準的な運賃」の周知文書の発出について 

前回（第 18 回）の協議会で了承を得ておりました「新たな標準的な運賃」の

周知文書の発出につきまして、令和６年３月 22 日に「新たな標準的な運賃」が

告示されたことを受け、各機関と文面を調整の上、山口県商工会議所連合会及び

山口県中小企業団体中央会を通じ、別紙２のとおり荷主団体・荷主企業あて発出

しましたので、報告いたします。 

 

資料６



 

別紙１－１ 

【新】 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善山口県地方協議会 

委員名簿 

 

 

座 長  松村 和明   弁護士法人末永法律事務所 弁護士 

吉田 昌裕   全日本運輸産業労働組合連合会 山口県連合会 執行委員長 

中川 章    山口県商工会議所連合会 常務理事 

坂本 竜生   山口県中小企業団体中央会 専務理事 

波田地 清   積水ハウス株式会社 西日本プロダクトセンター 物流部長 

金子 正己   金子運送有限会社 代表取締役 

大嶋 鉄雄   大嶋運輸機工株式会社 専務取締役 

国広 和之   一般社団法人山口県トラック協会 会長 

毛利光 伸二  一般社団法人山口県トラック協会 専務理事 

友住 弘一郎  厚生労働省山口労働局長 

上条 訓之   厚生労働省山口労働局労働基準部長 

神田 恭秀   経済産業省中国経済産業局産業部長 

金子 修久   国土交通省中国運輸局長 

藤井 利佳   国土交通省中国運輸局山口運輸支局長 

（順不同・敬称略） 

下線：新任又は変更 



 

別紙１－２ 

【旧】 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善山口県地方協議会 

委員名簿 

 

 

座 長  松村 和明   弁護士法人末永法律事務所 弁護士 

吉田 昌裕   全日本運輸産業労働組合連合会 山口県連合会 執行委員長 

中川  章   山口県商工会議所連合会 常務理事 

坂本 竜生   山口県中小企業団体中央会 専務理事 

相本 尚俊   積水ハウス株式会社 山口工場製造部 物流グループ長 

青山 澄男   株式会社宇部貨物 代表取締役 

国広 和之   国広倉庫運輸株式会社 代表取締役 

喜多村 誠   一般社団法人山口県トラック協会 会長 

毛利光伸二   一般社団法人山口県トラック協会 専務理事 

名田 裕    厚生労働省山口労働局長 

上条 訓之   厚生労働省山口労働局労働基準部長 

長尾 博行   中国経済産業局 産業部長 

益田 浩    国土交通省中国運輸局長 

坪倉 勇    国土交通省中国運輸局山口運輸支局長 

（順不同・敬称略） 

 



別紙２ 

   令和６年５月 

荷主団体・荷主企業の皆様 
 

 国土交通省中国運輸局山口運輸支局 

                       厚生労働省山口労働局 

経済産業省中国経済産業局 

一般社団法人山口県トラック協会 

 

トラック運送業の「新たな標準的な運賃」へのご理解・ご協力について 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、平素よりトラック運送業界に対し格別のご理解、ご協力を賜っておりますこ

と厚く御礼申し上げます。 

さて、トラック運送業界の各事業者は、国民の生活と経済の安定を永続的に支えて

いくために不可欠な物流の担い手として、日夜懸命な努力を続けております。 

しかしながら、トラックドライバーの労働環境は、長時間に及ぶ荷待ちや増加する

附帯作業等により長時間労働が常態化する一方、他の産業分野と比較して低い賃金水

準であることから、人手不足が慢性化し、大変厳しい状況が続いております。 

このような状況が長期化しますと、日本経済のライフラインであるトラック輸送が

その機能を維持できなくなることが懸念されます。 

こうした状況を踏まえ、働き方改革関連法において、自動車運転者へも令和６年４

月からは年間９６０時間の時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。 

また、平成３０年の貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度

が導入されているところですが、令和６年３月２２日に現在の経済の状況等を踏まえ

た「新たな標準的な運賃」が告示されました。 

この「新たな標準的な運賃」は、運賃水準を８％引き上げるとともに、荷待ちや荷

役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含め、荷主等に適正に

転嫁できるよう見直しを行い、トラックドライバーの労働条件を改善し、担い手を確

保するなど、物流の安定化に繋げていくものとなっております。 

つきましては、持続可能な物流の実現や、荷主企業とトラック運送事業者とのパー

トナーシップの構築のため、「新たな標準的な運賃」にご理解いただくとともに、これ

を指標とした適正な運賃・料金への見直しに向け、引き続き、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善山口県地方協議会 
事務局（山口運輸支局 輸送・監査担当内） 
TEL：０８３－９２２－５３３６ 


